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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】室内の生活環境を簡単に改善できるガラス窓用
の構造物及びガラス障子を提供する。
【解決手段】枠体１２１を有する、ガラス窓用の構造物
１２０であって、ガラス障子１０の障子枠１１の内周の
室内側に設置されるものであり、枠体１２１は、ガラス
１２とは異なる材質の張付けシート材１２２、あるいは
、板材で形成され、外寸が、障子枠の内寸と等しいか小
さく構成されている。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　板材で形成される、ガラス窓用の構造物であって、
　ガラス障子の障子枠の内周の室内側に設置されるものであり、
　前記板材は、ガラスとは異なる材質である
　ことを特徴とする構造物。
【請求項２】
　枠体を有する、ガラス窓用の構造物であって、
　ガラス障子の障子枠の内周の室内側に設置されるものであり、
　前記枠体は、ガラスとは異なる材質のシート材が張付けられる
　ことを特徴とする構造物。
【請求項３】
　前記板材又はシート材は、前記ガラスよりも可視光透過率が小さい
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の構造物。
【請求項４】
　前記板材又はシート材は、前記ガラスよりも熱伝導率が小さい
　ことを特徴とする請求項１から３までのいずれか１項に記載の構造物。
【請求項５】
　障子枠とガラスとを備える、ガラス窓用のガラス障子であって、
　請求項１から４までのいずれか１項に記載の構造物が、前記障子枠の内周の室内側に設
置される
　ことを特徴とするガラス障子。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ガラス窓用の構造物及びガラス障子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の住宅などには、和室・洋室にかかわらず、窓には引違いガラス障子のガラス窓が
備えられている。ガラス窓は、通常透明又は半透明であるため、遮景、遮光、断熱（保温
）、防音などの室内の生活環境を改善する目的で、室内にはカーテンが取付けられている
。
【０００３】
　カーテンを閉じることで、隣人や通行人に、室内を見られることはなくなるが、逆に、
遮光されて室内が暗くなり、また、居住者が外の景色を見れないため、居住者は、閉塞感
を覚えるようになる。
【０００４】
　そこで、ガラス窓を、紙障子（明り障子）及びガラス障子の二重窓構造のものに、取替
又は改造することが行われている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実公昭６１－０２８８７２号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このような工事は、大掛かりなものであり、費用と時間が必要とされる
。
【０００７】
　そこで、本考案は、室内の生活環境を簡単に改善できるガラス窓用の構造物及びガラス
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障子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）本考案に係る一つの態様は、板材で形成される、ガラス窓用の構造物であって、ガ
ラス障子の障子枠の内周の室内側に設置されるものであり、前記板材は、ガラスとは異な
る材質であること。
【０００９】
（２）本考案に係る別の一つの態様は、枠体を有する、ガラス窓用の構造物であって、ガ
ラス障子の障子枠の内周の室内側に設置されるものであり、前記枠体は、ガラスとは異な
る材質のシート材が張付けられること。
【００１０】
（３）上記（１）又は（２）の態様において、前記板材又はシート材は、前記ガラスより
も可視光透過率が小さくてもよい。
【００１１】
（４）上記（１）から（３）までのいずれか１つの態様において、前記板材又はシート材
は、前記ガラスよりも熱伝導率が小さくてもよい。
【００１２】
（５）本考案に係る別の一つの態様は、障子枠とガラスとで形成されるガラス窓用のガラ
ス障子であって、上記（１）から（４）までのいずれか１つに記載の構造物が、前記障子
枠の内周の室内側に設置されること。
【考案の効果】
【００１３】
　本考案によれば、室内の生活環境を簡単に改善できるガラス窓用の構造物及びガラス障
子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本考案の実施形態１に係る構造物２０を設置するガラス窓を示す正面図である。
【図２】本考案の実施形態１に係る構造物２０を示す正面図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図４】本考案の実施形態２に係る構造物１２０を設置するガラス窓を示す正面図である
。
【図５】本考案の実施形態２に係る構造物１２０を示す正面図である。
【図６】図４のＢ－Ｂ線で切断した断面図である。
【図７】脱落防止手段３０を使用したガラス障子１０を示す正面図である。
【図８】Ｂ－Ｂ線の矢視図である。
【図９】脱落防止爪用受け３１を示す、（ａ）平面図、（ｂ）正面図、である。
【図１０】脱落防止爪３２を示す正面図である。
【図１１】脱落防止爪３２の変形例を示す正面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本考案を実施するための形態（以下、「実施形態」と称する）について、図面を
参照しながら詳細に説明する。なお、実施形態の説明の全体を通じて同じ要素には同じ符
号を付して説明する。また、左右は、室内から室外を見たときのものであり、表面は、室
内側を指し、裏面は、室外側を指すものとする。
【００１６】
（実施形態１）
　図１は、本考案の実施形態１に係る構造物２０を設置したガラス窓の正面図であり、図
２は、本考案の実施形態１に係る構造物２０を示す正面図であり、図３は、Ａ－Ａ線で切
断した断面図である。
【００１７】
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　図１に示される引違いガラス障子１０は、ガラス窓の窓枠１に装着されるものである。
このガラス障子１０は、障子枠（サッシ枠）１１の内周の室内側に、構造物２０が設置さ
れている。なお、実施形態１では、ガラス窓は腰窓とされる。
【００１８】
　各ガラス障子１０は、主に障子枠１１とガラス１２とを備える。この障子枠１１は、左
右の縦框１１Ａと上下の横桟１１Ｂとで形成されている。さらに、右手の障子枠１１の左
の縦框１１Ａには、クレセント１３が設けられている。一方、左手の障子枠１１の右の縦
框１１Ａには、クレセント受け１４が設けられている。
【００１９】
　ガラス１２は、パッキン１２Ａを介してを障子枠１１に保持される（図３参照）。ガラ
ス１２は、通常、板ガラスや網入りガラスなどが用いられる。
【００２０】
　図２に示される構造物２０は、左手の障子枠１１に設置されるもので、板材２１で構成
されている。板材２１は、クレセント受け１４に干渉しないように、右辺の中央に切欠き
２１Ａが形成される。一方、右手の障子枠１１に設置される板材２２は、切欠き２１Ａを
有さない（図１参照）。
【００２１】
　板材２１，２２の外寸、すなわち構造物２０の外寸は、障子枠１１の内寸と等しいか若
干小さく形成される。板材２１，２２の厚みは、４ｍｍから６ｍｍ程度である。
【００２２】
　板材２１，２２は、ガラス１２とは異なる材質で形成されている。板材２１，２２の材
質は、木材、アルミニウム合金などの金属、アクリルなどのプラスチック樹脂、厚紙など
である。特に、板材２１は、ガラス１２よりも可視光透過率が小さいものがよく、また、
ガラス１２よりも熱伝導率が小さいものがよい。ガラス１２よりも可視光透過率が小さく
することで、遮景や遮光の効果を高くすることができ、ガラス１２よりも熱伝導率を小さ
くすることで、断熱の効果を高くすることができる。
【００２３】
　板材２１，２２の色は、白色、黒色のほか、種々の色付き・色彩模様などでもよい。ま
た、板材２１，２２は、紫外線カット加工や、芳香、脱臭、消臭、抗菌などの薬剤が付与
され各種処理が施されていてもよい。さらに、板材２１，２２には、文字、デザイン、絵
画、色彩、模様、ステンドグラス模様、写真、地図、元素周期表、カレンダーなどが貼付
、描画、あるいは印刷されていてもよい。
【００２４】
　そして、この構造物２０は、図３に示されるように、ガラス障子１０のパッキン１２Ａ
を利用し、障子枠１１に直接嵌め込むように設置される。このとき、右手のガラス障子１
０が開閉できるように、左手用の構造物２０は、障子枠１１の横桟１１Ｂよりも室内側に
突出しないように設置される。一方、右手用の構造物２０は、上記のように制約されるこ
となく設置される。
【００２５】
　実施形態で１は、構造物２０は、障子枠１１に直接嵌め込むように設置されるが、構造
物２０の外寸を、障子枠１１の内寸よりも小さく形成し、クッション材が構造物２０の外
周に貼付けられて、構造物２０が障子枠１１に嵌め込むように設置されてもよい。あるい
は、障子枠１１の室内側の端面と構造物２０の表面とに亘るように、粘着・接着テープが
貼付けられて、構造物２０が設置されてもよい。
【００２６】
　以上、本考案の実施形態１によれば、板材２１，２２で形成される、ガラス窓用の構造
物２０は、ガラス障子１０の障子枠（サッシ枠）１１の内周の室内側に設置されるもので
あり、板材２１，２２はガラス１２とは異なる材質である。これにより、構造物２０をガ
ラス障子１０に設置する簡単な作業だけで、板材２１，２２の材質などに応じた、遮景、
遮光、断熱などの室内の生活環境を改善することができる。
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【００２７】
　また、ガラス障子１０に構造物２０が設置されると、カーテンが開けられていても、遮
景されるため、隣人や通行人に家の中を見られることがなく、閉塞感から開放され、室内
を広く感じることができる。さらに、構造物２０に、居住者の好みの絵画などを描くこと
で、リラックスさせたり、陽気な気分にさせることもできる。
【００２８】
　くわえて、構造物２０により、室内の空気が、ガラス１２に直接接触することがないた
め、冬場などは、ガラス窓に結露が発生するのを防止することができる。
【００２９】
　なお、右手用の構造物２０は、左手用の構造物２０のように開閉に関する制約がなく、
厚み方向のスペースが利用できるため、猫間障子のような小さな障子が、移動可能に設け
られてもよい。
【００３０】
　（実施形態２）
　図４は、本考案の実施形態２に係る構造物を設置したガラス窓の正面図であり、図５は
、本考案の実施形態２に係る構造物を示す正面図であり、図６は、Ｂ－Ｂ線で切断した断
面図である。
【００３１】
　実施形態２の構造物１２０も、図４に示されるように、ガラス障子１０の障子枠（サッ
シ枠）１１の内周の室内側に設置されるものである。そのため、ガラス障子１０について
の説明は省略する。
【００３２】
　図５に示される構造物１２０は、左手の障子枠１１に設置されるもので、枠体１２１を
有し、枠体１２１の表面（室内側）には、シート材１２２が張付けられて構成される。
【００３３】
　左手用の構造物１２０は、クレセント受け１４に干渉しないように、枠体１２１の右辺
の中央に切欠き１２１Ａが形成される。一方、右手用の構造物１２０は、切欠き１２１Ａ
を有さない。
【００３４】
　枠体１２１は、木材、アルミニウム合金などの金属、アクリルなどのプラスチック樹脂
、厚紙などである。枠体１２１の外寸、すなわち構造物１２０の外寸は、障子枠１１の内
寸と等しいか若干小さく形成される。枠体１２１の幅は、２０ｍｍから４０ｍｍである。
また、枠体１２１の厚みは、４ｍｍから６ｍｍ程度である。ただし、枠体１２１は、表面
にシート材１２２が張付けられるため、内周側の厚みが、シート材１２２の厚み分だけ薄
く形成されている（図６参照）。
【００３５】
　枠体１２１は、格子１２３を、更に備える。つまり、格子１２３を備えることで、枠体
１２１の剛性を高めることができ、また、シート材１２２の補強にもなる。この格子１２
３の寸法は、一般的な紙障子と同程度のものが好ましい。また、格子１２３の形状は、井
桁に限らず、菱型でもよい。なお、格子１２３の幅は、枠体１２１の幅よりも、狭く１０
ｍｍ程度に形成されている。
【００３６】
　次に、シート材１２２は、ガラス１２とは異なる材質で形成されており、その厚みは、
０．１ｍｍ～１．０ｍｍ程度である。シート材１２２の材質は、例えば、障子紙、アクリ
ルなどのプラスチックフィルム又は板、布帛、などが挙げられるが、ガラス１２よりも可
視光透過率が小さいものがよく、また、ガラス１２よりも熱伝導率が小さいものがよい。
ガラス１２よりも可視光透過率が小さくすることで、遮景や遮光の効果を高くすることが
でき、ガラス１２よりも熱伝導率を小さくすることで、断熱の効果を高くすることができ
る。
【００３７】
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　シート材１２２の色は、白色、黒色のほか、種々の色付き・色彩模様などでもよい。ま
た、シート材１２２は、紫外線カット加工や、芳香、脱臭、消臭、抗菌などの薬剤が付与
され各種処理が施されていてもよい。さらに、シート材１２２には、文字、デザイン、絵
画、色彩、模様、ステンドグラス模様、写真、地図、元素周期表、カレンダーなどが貼付
、描画、あるいは印刷されていてもよい。
【００３８】
　このシート材１２２は、接着剤又は接着・粘着テープに枠体１２１に張付けられる。
【００３９】
　そして、この構造物１２０は、図６に示されるように、ガラス障子１０のパッキン１２
Ａを利用し、障子枠１１に直接嵌め込むように設置される。このとき、右手のガラス障子
１０が開閉できるように、左手用の構造物１２０は、障子枠１１の横桟１１Ｂよりも室内
側に突出しないように設置される。一方、右手用の構造物１２０は、上記のように制約さ
れることなく設置される。
【００４０】
　以上、本考案の実施形態２によれば、枠体１２１を有するガラス窓用の構造物１２０は
、ガラス障子１０の障子枠１１の内周の室内側に設置されるものであり、枠体１２１は、
ガラス１２とは異なる材質のシート材１２２が張付けられる。これにより、実施形態１と
同様に、構造物２０をガラス障子１０に設置する簡単な作業だけで、シート材１２２の材
質などに応じた、遮景、遮光、断熱などの室内の生活環境を改善することができる。また
、枠体１２１とシート材１２２とが別体であるため、シート材１２２のみを適宜交換する
ことで、生活環境を変えることができる。
【００４１】
　なお、上記実施形態２では、構造物１２０は、枠体１２１の内側に格子１２３を備えた
が、枠体１２１は、文字どおり枠のみで形成されてもよい。
【００４２】
　また、右手用の構造物１２０は、左手用の構造物１２０のように開閉に関する制約がな
く、厚み方向のスペースが利用できるため、猫間障子のような小さな障子が、移動可能に
設けられてもよい。
【００４３】
（構造物の脱落防止手段）
　図７は、脱落防止手段３０を使用したガラス障子１０の正面図であり、図８は、Ｃ－Ｃ
線で切断した断面図であり、図９は、脱落防止爪用受け３１を示す（ａ）平面図、（ｂ）
正面図、であり、図１０は、脱落防止爪３２の正面図である。なお、脱落防止手段３０は
、構造物１２０の脱落を防止するものとして説明するが、もちろん構造物２０の脱落を防
止してもよい。
【００４４】
　図７に示される左手のガラス障子１０は、構造物１２０が脱落防止手段３０により障子
枠１１の内周に設置されている。この脱落防止手段３０は、脱落防止爪用受け３１と、脱
落防止爪３２とを有する。
【００４５】
　脱落防止爪用受け３１は、図９（ａ），（ｂ）に示されるように、１又は複数の溝３１
Ａを有する板材である。脱落防止爪用受け３１は、幅が横桟１１Ｂと同じ長さで、高さが
１５ｍｍ程度で、厚さが２ｍｍから３ｍｍ程度で、溝３１の深さが１．０ｍｍ程度、溝の
幅が４０ｍｍ程度である。
【００４６】
　脱落防止爪用受け３１は、溝３１Ａを有する面が障子枠１１（室外側）に向けられて、
接着剤や両面接着テープなどで障子枠１１の上下の横桟１１Ｂの表面に貼付けられる。こ
のとき、脱落防止爪用受け３１の室内側の面は、図８に示されるように、縦框１１Ａの室
内側の面よりも、引っ込んだ状態となっている。
【００４７】
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　一方、脱落防止爪３２は、図１０に示されるように、略Ｔ字の板材である。脱落防止爪
３２は、Ｔ字の縦棒部３２Ａが、脱落防止爪用受け３１の溝３１Ａと、障子枠１１との間
に形成される空間に、挿入されて嵌合する寸法に形成されている。
【００４８】
　さらに、上辺用の脱落防止爪３２は、縦棒部３２Ａの長さが、下辺用の脱落防止爪３２
のものよりも長く形成されている。具体的には、脱落防止爪３２は、厚さが溝３１Ａの深
さと同じか小さく、１ｍｍ程度で、Ｔ字の縦棒部３２Ａの高さは、上辺用が２０ｍｍ程度
で、下辺用が１５ｍｍ程度で、Ｔ字の縦棒部３２Ａの幅が溝３１Ａの幅より若干狭く３９
．５ｍｍ程度で、Ｔ字の横棒部３２Ａの高さが５ｍｍ程度で、Ｔ字の横棒部３２Ａの幅が
５０ｍｍ程度である。
【００４９】
　これにより、構造物１２０が障子枠１１に設置され、脱落防止爪３２が脱落防止爪用受
け３１の溝３１Ａに挿入されると、構造物１２０の上辺は、脱落防止爪３２のＴ字の縦棒
部３２Ａの先端で、また、構造物１２０の下辺は、脱落防止爪３２のＴ字の横棒部３２Ｂ
で、室内側への移動がそれぞれ規制されるため、構造物１２０は脱落することがない。
【００５０】
　上記実施形態では、脱落防止爪３２は、個々に形成されるが、図１０に示されるように
、複数個が連なった形態とされてもよい。これにより、複数個の脱落防止爪３２を、まと
めて脱落防止爪用受け３１に挿入することができる。
【００５１】
　また、上記実施形態では、上辺用及び下辺用の脱落防止爪用受け３１が、同じ寸法とさ
れ、上辺用及び下辺用の脱落防止爪３２が、異なる寸法とされたが、逆に、上辺用及び下
辺用の脱落防止爪３２の縦棒部３２Ａが、同じ長さとされ、上辺用の脱落防止爪用受け３
１の高さが、下辺用の脱落防止爪用受け３１の高さより５ｍｍ程度短く形成されてもよい
。
【００５２】
　以上、本考案の好ましい実施形態について詳述したが、本考案は上述した実施形態に限
定されるものではなく、実用新案登録請求の範囲に記載された本考案の要旨の範囲内にお
いて、種々の変形、変更が可能である。
【符号の説明】
【００５３】
１　　　窓枠
１０　　ガラス障子
　１１　障子枠（サッシ枠）、１１Ａ　縦框、１１Ｂ　横桟
　１２　ガラス、１２Ａ　パッキン
　１３　クレセント
　１４　クレセント受け
２０　　構造物
　２１　板材、２１Ａ　切欠き
　２２　板材
３０　　脱落防止手段
　３１　脱落防止爪用受け、３１Ａ　溝
　３２　脱落防止爪、３２Ａ　縦棒部、３２Ｂ　横棒部
１２０　構造物
　１２１　枠体、１２１Ａ　切欠き
　１２２　シート材
　１２３　格子
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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月27日(2016.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　ガラスとは異なる材質の板材で形成された、ガラス窓用の構造物であって、
　ガラス障子の障子枠の内周の室内側に設置されるものであり、
　前記構造物の外寸は、前記障子枠の内寸と等しいか小さい
　ことを特徴とする構造物。
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